
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像③  「松島開拓着手急務之概略」 

出典：『花房義質関係文書 東京都立大学付属図書館所蔵  第 2期 (明治初期政治史料

集成 ; 6)』 安岡昭男 監修, 岩壁義光, 広瀬順晧, 堀口修 編修、北泉社, [2002] 

マイクロフィルムリール第 20巻  文書番号は 406-2 【大阪大学総合図書館所蔵】 

原文書は、東京都立大学図書館所蔵 
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松
島
開
拓
着
手
急
務
之
概
略 

 
 
 

第
一 

一
該
島
開
拓
之
本
旨
ハ
先
ツ
我
国
之
版
図
ニ
シ
テ 

 
殖
民
之
地
タ
ル
証
跡
ヲ
設
ク
ル
マ
テ
ニ
テ
開
拓
之
事 

 
業
ニ
至
テ
ハ
漸
次
着
手
ス
ル
ヲ
要
ス 

 
 
 

第
二 

一
該
島
見
分
及
ヒ
周
回
測
量
ト
シ
テ
内
務
省
地
理 

局
之
吏
員
若
干
名
并
長
崎
県
官
員
及
ヒ
役
夫
等 

凡
拾
名
、
外
ニ
巡
査
二
十
名
許
蒸
気
船
ニ
テ
該 

島
ニ
可
赴
事 

 
 
 

第
三 

一
該
島
着
ノ
上
ハ
曽
テ
居
住
人
民
ノ
有
無
ヲ
見
分 

 

シ
若
シ
居
民
ア
ラ
ハ
本
国
ノ
名
籍
、
該
島
移
住 

 

之
事
故
及
ヒ
其
政
府
関
係
ノ
否
、
詳
細
取
調
フ 

ヘ
キ
事 

 
 

第
四 

一
船
艦
ヲ
撃 マ

マ

ク
ヘ
キ
港
湾
之
有
無
及
ヒ
礦
物
類 

 

其
他
天
然
産
物
ノ
概
略
又
耕
地
ト
ナ
ル
ヘ
キ
地
ヲ 

 

調
フ
ヘ
キ
事 

 
 

 

 
 
 

第
五 

一
果
シ
テ
船
艦
ヲ
撃 マ

マ

ク
ヘ
キ
港
湾
ア
ラ
ハ
燈
台
建 

築
之
場
所
并
将
来
市
街
ト
ナ
ル
ヘ
キ
地
ヲ
予
定 

ス
ヘ
キ
事 

 

但
燈
台
ヲ
築
ク
ノ
本
旨
ハ
魯
領
浦
潮
港
ヘ 

 

内
外
国
ヨ
リ
航
海
船
寄
港
之
便
ヲ
得
ル
為
ナ
レ
ハ 

 

本
邦
長
崎
清
国
上
海
等
ヨ
リ
浦
潮
港
ヘ
航 

 

海
之
線
路
ニ
便
ア
ル
方
位
ニ
於
テ
可
成
撰
フ
ヘ 

キ
事 

 
 
 

第
六 

一
凡
幾
多
ノ
人
力
ヲ
費
セ
ハ
天
造
ノ
産
物
ヲ
以
幾
多
ノ 

 

利
ヲ
得
ル
ト
経
済
ノ
概
略
ヲ
調
フ
ヘ
キ
事 

 
 
 

第
七 

一
右
六
ヶ
條
之
調
出
来
候
ハ
ヽ
一
ト
先
長
崎
ヘ
帰
港 

 

之
上
内
務
省
ヘ
具
状
シ
、
我
政
府
ニ
於
テ
果
シ
テ
該
地 

 

ヲ
開
拓
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
確
認
セ
ハ
、
該
島
管
轄
及
ヒ 

 

開
拓
之
事
務
長
崎
県
エ
可
被
仰
付
事 

 
 

但
我
陸
地
ヨ
リ
該
島
ヘ
里
数
近
キ
県
他
ニ
ア
リ
ト
イ 

ヘ
ト
モ
魯
領
浦
潮
港
ヘ
通
船
之
便
ア
ル
ハ
我
長 

 
 

 

崎
県
ニ
如
ハ
ナ
シ
、
故
ニ
管
轄
モ
亦
当
県
ニ
被
仰
付 

方
万
般
之
便
宜
ナ
ラ
ン 

 

翻刻文 
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第
八 

一
前
条
長
崎
県
ヘ
開
拓
之
命
下
リ
シ
上
ハ
更
ニ
官
員 

 
ヲ
派
出
セ
シ
メ
将
来
首
邑
ト
ナ
ル
ヘ
キ
地
ヘ
一
ノ
小
官 

舎
ヲ
造
築
シ
天
然
ノ
産
物
ヲ
輸
出
セ
シ
メ
興
利 

之
着
手
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ 

 
 
 

第
九 

一
興
利
之
着
手
ハ
先
ツ
漁
者
ト
樵
夫
等
ヲ
傭
入
一
時 

 

寄
留
セ
シ
メ
漁
業
伐
木
ノ
利
益
ヲ
以
テ
主
ト
シ
、
敢
テ 

 

資
金
ヲ
費
ス
ヲ
要
セ
ス
唯
一
ノ
官
舎
ヲ
維
持
シ
漸 

 

ヲ
以
テ
施
業
ス
ヘ
シ 

 
 
 

第
拾 

一
燈
台
建
築
之
儀
ハ
時
機
ヲ
見
計
ヒ
内
務
省
ニ 

 

稟
シ
工
部
省
ヨ
リ
主
任
之
出
張
ヲ
請
求
ス
ヘ
シ 

 
 
 

第
拾
壱 

一
該
島
見
分
一
旦
長
崎
帰
港
迄
之
入
費
ハ
先
ツ
別 

 

途
開
拓
官
費
ヲ
以
テ
仕
払
置
追
テ
該
島
ヨ
リ 

 

興
ル
所
ノ
利
ヲ
以
テ
漸
次
消
却
之
法
ヲ
立
ツ
ヘ
シ 

 
 
 

第
拾
貮 

一
該
島
開
拓
ニ
費
ス
処
ト
得
ル
処
ト
ノ
利
害
得
失
及
出
納
等 

 

ノ
詳
細
目
ニ
至
リ
テ
ハ
実
地
着
手
ヨ
リ
凡
一
ヶ
年
間 

 

ヲ
限
リ
見
込
ヲ
定
メ
内
務
省
ヘ
具
状
シ
テ
指
令
ヲ 

 

受
ク
ヘ
キ
事 

 

翻
刻
に
読
点
（
、
）
を
適
宜
加
え
た
。 

漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。 

 


